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港湾関連民間技術の確認審査・評価に関する実施要領 
 

（総 則） 

第１条 この要領は、一般財団法人 沿岸技術研究センター（以下「沿岸センター」という。）

が行う港湾関連民間技術の確認審査・評価事業「Examination and Certification of Private 

sector’s Advanced coastal Technology（ECPAT）」の実施に適用するものとする。 

 

（評価の対象技術） 

第２条 港湾、航路、海岸等の沿岸域の整備、利用、修復、保守、管理に利用できる技術であっ

て、民間が開発した工法を中心とした技術を主な対象とする。 

 

（評価の申込み） 

第３条 沿岸センターに技術の評価を依頼しようとするもの（以下「依頼者」という。）は、様

式１~3 に定める各依頼書及び評価の依頼の前提条件確認書に、必要書類を添えて沿岸セン

ターに申し込むものとする。 

２ 前項の書類とは、依頼者提出資料、受付け審査基準確認書、会社概要等、受付け審査に必

要な資料とする。 

 

（評価の依頼の前提条件および受付け審査） 

第４条 依頼者は、評価依頼技術について、依頼時点において以下に示す各号をすべて満たすも

のとする。 

(1) 違法性がないこと。 

(2) 評価依頼技術に係わる工業所有権等の権利侵害等がないこと。 

(3) 評価依頼技術の内容に虚偽がないこと。 

(4) 依頼者の他に評価依頼技術の共同開発者、特許保有者がいる場合、本事業への申込に

対する承諾を得ていること。 

(5) 依頼者が複数の場合は、評価依頼技術に係わる各依頼者の責任の所在が明確にされて

いること。 

(6) 評価依頼技術の内容に係わる全てについて開示できるものであること。 

(7) 評価依頼技術に起因する工事事故等が生じた際の責任は、全て依頼者が負うものであ

ること。 

(8) 技術内容の審査のため、必要に応じ、評価委員会が指示する試験等を依頼者の負担に

より実施できること。 

(9) 依頼者は評価依頼技術の評価結果に係わる、沿岸センターの普及活動に同意できるこ

と。 

(10)技術内容を説明する書類および説明は、全て日本語で対応がなされること。 

(11)その他審査評価等について、本実施要領以外の事項については依頼者の責任に帰属

するものであること。 

２ 沿岸センターは、評価依頼技術について、別紙－１に定める受付け審査基準に基づき、評

価対象としての適否を審査するものとする。 

３ 受付け審査は、沿岸センター役職員から構成される受付け審査会において実施する。  
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（依頼者との協議） 

第５条 沿岸センターは、前条の規定により、評価対象として適当と認められた技術（以下、

「評価対象技術」という。）について、次の各項目について依頼者と協議を行うものとする。 

一 評価の範囲 

二 評価期間 

三 所要経費及びその納入方法 

四 評価証の作成に関する事項 

五 提出資料の種類と提出部数 

六 その他 

 

（評価依頼の承諾） 

第６条 沿岸センターは、依頼者と協議が整ったときは、評価依頼承諾書を依頼者に送付するも

のとする。 

２ 評価依頼書の内容に変更が生じるときは、依頼者は沿岸センターと協議するとともに、変

更した依頼書の承諾を得るものとする。 

 

（評価に当たる者の選任） 

第 7 条 沿岸センターは、評価対象技術に関し学識経験を有する者の中から、評価にあたる者を

選任するものとする。 

 

（評価の方法） 

第８条 評価対象技術の評価は、沿岸センター役員を含む前条の規定により選任された学識経験

者により構成される港湾関連民間技術の確認審査・評価委員会（以下「評価委員会」とい

う。）において行うものとする。 

２ 評価は、原則として依頼者が提出した資料に基づいて行うものとする。なお、評価委員会

は、性能確認のために必要な試験や資料の提出を依頼者に求めることができるものとする。 

３ 評価の基準は、国等が定める技術指針等を参考に、評価を依頼された港湾関連技術の内容、

開発の主旨および開発目標に応じて性能の確認を主眼として評価委員会が定めるものとする。 

４ 評価期間及び評価委員会の開催回数は、原則として６ヶ月間及び３回とする。 

５ 申込み内容に虚偽等の問題が発生した場合、評価を中断し、受付け審査会を開催し、その

対応方法を検討する。 

６ 前項の検討の結果、書類の変更などで対応できると判断された場合には、依頼者に対して

必要な修正を求める。この場合新たな費用(評価委員会のやり直し等)が発生した場合には、

第１３条に従うものとする。 

７ 前５項において評価を中止することが妥当とされた場合には、直ちに評価作業を中止し、

理由とともに依頼者へ通知するものとする｡この場合、第１３条に準じて協議する｡ 

 

（資料の説明） 

第９条 評価委員会は、依頼者に対し、必要に応じ評価委員会に出席のうえ資料の説明を求める

ことができる。 
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（評価の過程で発生した工業所有権等） 

第１０条 評価の過程において必要となった試験または技術改良等の指導に関連して発生した工

業所有権（出願権を含む。）の取扱いについては、沿岸センターと依頼者が協議してこれ

を定めるものとする。 

 

（評価の報告） 

第１１条 沿岸センターは、評価を終了したときは、遅滞なく評価証及び評価報告書をとりまと

め、依頼者に送付するものとする。 

 

（所要経費） 

第１２条 第５条の所要経費は、申込料１１万円（税込）及び評価費用３３０万円（税込）とし、

依頼者が負担するものとする。なお、評価の過程で新たに性能確認のために試験等が必要

となった場合は、その費用は依頼者が負担するものとする｡ 

 

（所要経費の納入及び変更） 

第１３条 依頼者は第６条に規定する評価依頼承諾書の受領後、沿岸センターが発行する請求書

に基づき納入するものとする。 

２ 依頼者が評価の途中において評価依頼を取下げた場合、または評価技術の性能が、開発

の主旨、目標等に照らし確認できなかった場合は、その時点で評価作業を中止して依頼者

と協議し、沿岸センターが評価に要した費用の精算を行うものとする。 

３ 所要経費に大幅な変更が予想される場合には、その時点で沿岸センターは、依頼者と協

議するものとし、評価の終了が確定したときに、沿岸センターが評価に要した追加費用の

精算を行うものとする。 

 

（評価証の有効期間） 

第１４条 評価証の有効期間は５年間とする。 

 

（評価証の更新） 

第１５条 評価証は、既取得時における記載事項に変更がない場合（または記載事項に部分的変

更を伴う場合も含む）、有効期間を更新して継続することが出来るものとする。 

２ 沿岸センターは、評価証の交付後あるいは評価証の更新後、４年経過した時点を目途に、

評価証更新の時期を依頼者に通知するものとする。 

３ 評価証の更新を依頼しようとするものは、評価証更新依頼書に必要資料を添えて有効期

間の更新に支障のない時期に申し込むものとする。（部分的変更を伴う場合、変更箇所・

理由等必要な資料を添えて申し込むものとする。）なお、正当な理由により、有効期間内

の更新が困難な場合、有効期間を過ぎたのち１年間までは、更新の申し込みが行える（更

新として審査する）ものとする。この場合、有効期間を過ぎた期間中の評価証は無効とす

る。 

４ 前項の資料は、評価証の写し、前有効期間の使用実績表、使用状況およびトラブルの有

無等の資料とする。 

５ 沿岸センターは、受付け審査会を開催し前項の資料に基づき、評価証更新の是非を審査
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するものとする。 

６ 沿岸センターは、前項の受付け審査の結果、更新の対象として適当と認められたものに

ついて、評価更新依頼承諾書を発行するものとする。なお、受付け審査の結果、適当と認

められなかった場合については、その対応を依頼者と協議するものとする｡ 

７ 沿岸センターは、更新に当り、別途開催される評価委員会（または技術審査会）に報告

し、承認を得るものとする。また、評価証の記載事項に部分的変更を伴う場合には、新規

評価技術と同様、評価作業を実施した上で、評価委員会を開催し、承認を得るものとする。 

８ 評価証の更新が認められた技術については、有効期間を５年間として更新するものとし、

新たに評価証を作成し依頼者に送付するものとする。評価証は、既取得時における記載事

項に変更がない場合、有効期間を更新して継続することが出来るものとする。 

 

（評価証更新の経費） 

第１６条 第１５条の所要経費は、申込料１１万円（税込）及び更新費用７７万円（税込）を標

準とし、依頼者が負担するものとする。なお、費用は沿岸センターの発行する請求書に基

づき納入するものとする。 

 

（評価証取得技術の技術内容の部分的な変更） 

第１７条 評価証取得技術の内容は、既取得時における評価証の記載事項に変更を伴い、かつ依

頼者から提出された資料を基に技術内容の審査が可能なものについて、有効期間内に評価

証取得技術の技術内容の部分的な変更を行うことが出来るものとする｡なお、正当な理由

により、有効期間内の技術内容の部分的な変更が困難な場合、有効期間を過ぎたのち１年

間までは、技術内容の部分的な変更を伴う更新の申し込みが行える（部分的な変更として

審査する）ものとする。この場合、有効期間を過ぎた期間中の評価証は無効とする。 

２ 評価証取得技術の技術内容の部分的な変更を行おうとする依頼者は、部分変更依頼書に必

要事項を記入し、沿岸センターに資料を添えて依頼するものとする｡ 

３ 前項の資料は、既取得時の評価証の写し、技術内容の部分的な変更内容を既取得時と変更

依頼時で対比した資料ならびにこれを確認できる資料、変更依頼時までの使用実績または使

用状況を記した資料等、評価証取得技術の技術内容の部分的な変更に必要な全ての資料とす

る｡ 

４ 沿岸センター受付け審査会は、依頼者より提出された資料を基に、前第２項で依頼のあっ

た評価証取得技術の技術内容の変更が部分的な変更にあたるか否かについての受付け審査を

行うものとする｡ 

５ 沿岸センターは、前項の受付け審査の結果、評価証取得技術の技術内容の部分的な変更の

対象として適当と認められたものについて、第５条第１項から第６項について依頼者と協議

を行い、協議が整ったとき、部分変更依頼承諾書を発行するものとする｡なお、部分的変更

と認められなかったものについては、沿岸センターは別途依頼者と協議するものとする｡ 

６ 前項により部分変更依頼承諾書を発行したものについて、沿岸センターは評価証取得技術

の技術内容の部分的な変更にかかわる評価を行うものとする｡ 

７ 前項の評価は、原則として第８条から第１０条を準用する｡ただし、評価委員会の回数は

評価委員会が適宜定めるものとする｡ 

８ 前第６項の評価が終了したとき、沿岸センターは、有効期間を既取得時の有効期間とする
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新たな評価証及び評価報告書を作成して依頼者へ交付するものとする｡ 

 

（技術内容の部分的な変更の経費） 

第１８条 第１７条の所要経費は､申込み料１１万円(税込)および費用１６５万円(税込)とし､依

頼者が負担するものとする。なお、評価の過程で新たに性能確認のために試験等が必要と

なった場合は、その費用は依頼者が負担するものとする｡ 

 

（評価証の取り消し） 

第１９条 沿岸センターは、次の項目に該当する場合は、受付け審査会又は評価委員会を開催し

評価証の全部または一部を取消すことができる。 

一 依頼者が偽り、その他不正の手段により評価証を受けたことが判明した場合。 

二 評価証取得技術(評価の範囲に限る)を原因とする事故等が発生した場合。 

三 依頼者からの取消依頼があった場合。 

四 依頼者が評価証取得技術について維持・継続することが困難と認められた場合。 

２ 前項の規定に該当したとき、沿岸センターは直ちに必要な処置を講じたことを依頼者に通

知し（依頼者からの依頼があった場合を除く）、沿岸センターの費用によって登録を抹消又

は変更するとともに、その旨を公表する。 

３ 前項における公表とは、沿岸センターが評価技術の普及の為に行った評価証（写し）及び

評価報告書の配布先への文書による連絡と、沿岸センターホームページへの掲載などをいう。 

 

（評価技術の普及） 

第２０条 沿岸センターは評価の結果が、港湾、航路、海岸等の整備、利用、修復、保守、管理

の技術の向上に役立つように、評価結果を沿岸センターのホームページ上にて公表するほ

か、評価証（写し）及び評価報告書の関係行政機関・関係団体等に配布、沿岸センター刊

行物に掲載するなど、当該技術の普及が図れるよう努めるものとする。 
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実施要領の改訂履歴 

発行：平成１２年１０月 １日 

改訂：平成１３年１０月 １日 （記載内容の一部修正） 

改訂：平成１４年 ７月１０日 （記載内容の一部修正） 

改訂：平成１６年 ７月３０日 （法人名称変更に伴う修正） 

改訂：平成２１年 ５月２９日 （記載内容の一部修正） 

改訂：平成２４年 ４月 １日 （法人名称変更に伴う修正） 

改訂：平成２６年 ４月 １日 （記載内容の一部修正） 

改訂：平成２７年 １月１６日 （記載内容の一部追加） 

改訂：平成２８年 ８月 ２日 （記載内容の一部追加） 

改訂：令和 ３年 ９月２９日 （記載内容の一部追加・修正） 

改訂：令和 ４年 ７月 ７日 （記載内容の一部修正） 

改訂：令和 ７年 ４月 １日 （記載内容の一部修正） 

   

 

 



 

（別紙－１） 

受付け審査基準 

 

評価依頼技術について、以下に定める受付け審査基準に基づき、評価対象としての適否を審査

するものとする。 

 

（１） 既存技術と比較し、施工性、経済性等の技術向上があり、実用性がある技術であること。 

（２） 依頼者において評価依頼技術の開発を終了しており、使用実績を有する、又は性能確認

試験を行った技術であること。 

（３） 評価依頼技術内容の確認が、定量的に明確にできるものであること。 

（４） 評価依頼技術の使用マニュアルの整備がなされている、もしくはマニュアルに準ずる内

容が依頼者提出資料に記載されていること。 

（５） 環境に対して悪影響がない技術であること。 

（６） 評価委員会が求める試験成果に相当する程度の試験データ解析結果の蓄積があり、審査

に著しく労力、時間、経費を要するものでないこと。 

 


